
燃料油価格に関する⽀援策について
2025年5⽉22⽇〜

※いわゆる暫定税率について結論を得
て実施するまでの間の措置

2024年12⽉19⽇
〜

2025年5⽉21⽇

2023年１⽉〜2024年12⽉

〜12⽉末
４⽉28⽇

〜
９⽉末

３⽉10⽇
〜

４⽉27⽇

2022年
１⽉27⽇

〜
３⽉９⽇

⽀給
対象
期間

2023年
９⽉以降

2023年
6⽉以降

2023年
1〜5⽉

ガソリン・軽油︓定額10円
重油・灯油 ︓定額5円
航空機燃料 ︓定額4円

2025年5⽉22⽇〜
最初の週の⽀給額は、2週⽬のガソ
リンの全国平均価格が5円引き下が
るように設定。2週⽬以降の⽀給額
は、定額に達するまで、全国平均価
格が毎週1円下がるように補助を追
加する。

2025年6⽉26⽇〜
7⽉から8⽉において、現在の定額
引下げ措置に加え、当該定額補助
を講じても、ガソリン全国平均⼩売
価格が175円を超える⾒込みとなっ
た場合、その超過分について10/10
補助。

17円超の185円を上回る
部分は全額補助とし、17
円以下の部分は補助率を
毎⽉3/10ずつ引き下げ
2024年12⽉19⽇〜

補助率3/10
2025年1⽉16⽇〜

補助率ゼロ

※185円を上回る部分の
補助率は、状況を丁寧に
⾒定めながら段階的に
（⽉の価格変動が5円程
度となるよう、原則⽉1/3ず
つ）⾒直す。

17円超の部分
は全額補助とし、
17円以下の部
分は補助率
3/5

※流通の混乱
を防ぐ観点から、
9⽉の補助率は
3/10とし、10
⽉以降は補助
率を3/5とする。

６⽉以降、
段階的に縮
減する⼀⽅、
⾼騰リスクへ
の備えを強化
※25円以下
の部分は、補
助率を2週ご
とに1/10ずつ
引き下げ、25
円超の部分
は、補助率を
2週ごとに
0.5/10ずつ
引き上げ

１⽉から
５⽉まで
は補助上
限額をゆ
るやかに
調整

※補助上
限を35円
から25円
まで毎⽉
2円ずつ
引き下げ

３５円

さらなる超過分についても
1/2を⽀援

２５円５円補助
上限額

－１８５円
（2025年1⽉16⽇以降）１６８円１７２円

１７０円
（４週ごと
に１円切り
上げ）

基準
価格

ガソリン、軽油、
灯油、重油、航空機燃料ガソリン、軽油、灯油、重油、航空機燃料ガソリン、軽油、

灯油、重油
対象
油種

※既存予算を活⽤令和６年度補正予算︓
1兆324億円

令和４年度第２次補正予算︓3兆272億円
令和５年度補正予算︓1,532億円
令和６年度原油価格・物価⾼騰対策及び賃
上促進環境整備対応予備費︓7,730億円

令和４年度
新型コロナウイ
ルス感染症及
び原油価格・
物価⾼騰対
策予備費︓
1兆2,959億
円

令和４年度
⼀般予備
費︓
2,774億円
令和４年度
補正予算︓
1兆1,655
億円

令和３年度補正予算等︓
893億円
令和３年度⼀般予備費
等︓ 3,580億円

予算

累計予算額︓8兆1,719億円


